
障
害
福
祉
課
か
ら
お
知
ら
せ

障
害
者
理
解
を

深
め
る
た
め
の
研
修
会

時 

平
成
３１
年
１
月
１９
日（
土
）午
後
１

時
３０
分
～
３
時
３０
分

所 

県
立
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

（
Ｇ
‐
Ｎ
Ｅ
Ｔ
し
が
） 

大
ホ
ー
ル

（
近
江
八
幡
市
）

内 

テ
ー
マ「
災
害
に
よ
る
障
害
者
の

孤
立
を
防
ぐ
た
め
に
で
き
る
こ
と

～
人
と
地
域
の
つ
な
が
り
～
」

定 

先
着
２
０
０
人

￥ 

無
料

申 

平
成
３１
年
１
月
１４
日（
月・
祝
）ま

で
に
左
記
へ
申
し
込
み
。

問 

県
障
害
者
社
会
参
加
推
進
セ
ン
タ
ー

　
☎（
５
６
５
）４
８
３
２

　
5（
５
６
４
）７
６
４
１

人
権
政
策
課
か
ら
お
知
ら
せ

12
月
10
日
～
16
日
は

「
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
」

　
１
９
７
０
年
ご
ろ
か
ら
１
９
８
０

年
ご
ろ
に
か
け
、
北
朝
鮮
に
よ
る
日

本
人
拉
致
が
多
発
し
、
日
本
政
府
は

現
在
１７
人
を
拉
致
被
害
者
と
し
て
認

定
し
て
い
ま
す
。
政
府
は
北
朝
鮮
に

対
し
、
す
べ
て
の
拉
致
被
害
者
の
安

全
確
保
と
即
時
帰
国
、
真
相
究
明
な

ど
を
繰
り
返
し
要
求
し
て
い
ま
す
。

拉
致
問
題
が
未
だ
に
解
決
し
て
い
な

い
こ
と
を
知
り
、
関
心
を
持
ち
ま

し
ょ
う
。

問 

内
閣
官
房
拉
致
問
題
対
策
本
部
事
務
局

　
1
０
３（
５
２
５
３
）２
１
１
1（
代
表
）

　
5
０
３（
３
５
８
１
）３
７
８
１

　年齢や障害の有無などに関係なく、自分の
幸せを実現できる社会を目指すための講演
会です。
時 12月16日（日）午後2時～4時
　（受付：午後1時30分～）
所 市立図書館1階 多目的室
講 野

の
﨑
ざき

 伸
しん

一
いち

さん（厚生労働省 社会・援護局　
地域福祉課生活困窮者自立支援室長）

定 100人　￥ 無料
問 長寿政策課
　☎（584）5474　5（581）0203

特別講演会「地域共生社会を切り拓く」

誰もが社会の一員
として活躍できる
地域共生社会の実
現に向け、国の考
え方をお伝えする
講演会です。

認めあい、ともに生きる社会を目指して
～誰もが暮らしやすく、ともに生きる社会を目指して、さまざまな施策やイベントを開催しています～

問人権政策課　☎（582）1116　5（582）9441

12
月
４
日（
火
）～
10
日（
月
）は
人
権
週
間

～
考
え
よ
う 

相
手
の
気
持
ち

　
未
来
へ
つ
な
げ
よ
う 

違
い
を
認
め
あ
う
心
～

　
人
権
週
間
は
家
庭
や
地
域
、
職
場
、
学
校
で

人
権
に
つ
い
て
考
え
る
週
間
で
す
。

啓
発
活
動

　
時 

１２
月
４
日（
火
）午
前
７
時
３０
分
～
８
時

　
所 

Ｊ
Ｒ
守
山
駅
前

人
権
教
室

　
子
ど
も
た
ち
に
身
近
な
こ
と
か
ら
人
権
に
つ

い
て
考
え
て
も
ら
お
う
と
、
人
権
に
関
す
る
紙

芝
居
や
図
書
の
読
み
聞
か
せ
を
実
施
し
て
い

ま
す
。１２
月
１０
日（
月
）ま
で
市
内
の
幼
稚
園
や

保
育
園
、
小
学
校
で
実
施
し
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
、
推
進
員

　
各
学
区
に
人
権
擁
護
委
員
・
人
権
擁
護
推
進

員
が
お
り
、啓
発
活
動
な
ど
人
権
問
題
の
解
決

に
向
け
、
協
力
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
人
権
相
談

　
家
庭
や
職
場
内
な
ど
で
の
人
権
、差
別
問
題

の
悩
み
を
相
談
で
き
ま
す
。

　
時 

毎
月
第
１
・３
木
曜
日　
午
前
９
時
～
正

午（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　
所 

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
１
階 

相
談
室

　
￥
無
料

法
務
局
で
人
権
相
談
を
実
施

　

人
権
擁
護
委
員
お
よ
び
法
務
局
職
員
に
よ

る
電
話
で
の
人
権
相
談（
平
日
午
前
８
時
３０
分

～
午
後
５
時
１５
分
）を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
問 
全
国
共
通
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
☎
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

事前登録型本人通知制度に
ご登録ください

　市民課では、住民票の写しや戸籍
謄抄本などの交付において、身元調
査や人権侵害につながる不正請求
の早期発見のため、事前登録型本人
通知制度を実施しています。
　登録方法など詳しくは下記へご
確認ください。
問 市民課
　☎（582）1122　5（583）9737

★ 本人通知制度とは…守山市に住民
登録や本籍のある人が事前に登録
することで、その人の住民票の写し
などを本人以外（本人の代理人や第
三者）に交付したときに、その交付
した事実について登録者本人に通
知する制度です。

　 　これにより、不正取得の早期発見
や事実関係の早期究明が可能です。

　 　委任状の偽造や不必要な身元調
査などの人権侵害につながる不正
請求が発覚する可能性も高まり、そ
の抑止効果も期待されます。
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